
　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２５年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
3. 民生費 2. 社会福祉一般事務費

1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費 社会福祉課

（佐倉市）　　

-

平成23年度 -

経常 単独 通常 0 0 310
平成24年度 -

平成25年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

0

2,220 2,220

・社会福祉全般に関するホームページの更新等必要な情 社会福祉業務に関する一般管理的な事務事業を適正かつ 社会福祉業務に関する一般管理的な事務事業を適正かつ

報を提供します。 効率的に行います。 効率的に行うことができます。

・社会福祉に関する課題を解決するため、研修会に参加するなど、職員 ・社会福祉法人の認可や指導監査により、法人の適正な運営を確保しま ・社会福祉法人の適正な運営を確保することで、福祉サービスの利用者

の知識の向上に努めます。 す。 が、安心して福祉施設等の利用をすることができるようになります。

・権限移譲により、市長が所轄庁となる社会福祉法人の認可及び指導監

査等を行います。

権限移譲に伴う、社会福祉法人の認可、監査等に ・権限移譲により平成25年4月1日から、市内の社

関する経費を計上しています。 会福祉法人については、市が認可、監査を行うことになります。これに

伴う事務経費を計上しています。

01 1,440 0 1,440

09 204 130 74

11 486 311 175

18 11 0 11

19 79 0 79

差引一般財源 0 2,220 0 2,220


